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本
年
六
月
か
ら
実
施
さ
れ
る
定
額
減
税
に
つ
い
て
は
、
給
与
等
の
支
払
者
が
定
額
減
税
の
実
施
に
よ
る
給
与
特
別
控
除
額

（
以
下
「
定
額
減
税
額
」
と
い
う
。
）
を
給
与
等
の
支
払
明
細
書
（
以
下
「
支
払
明
細
書
」
と
い
う
。
）
に
記
載
し
た
上
で
、

当
該
支
払
明
細
書
を
、
支
払
い
を
受
け
る
者
に
交
付
す
る
こ
と
が
所
得
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
年
大
蔵
省
令
第
十
一
号
）

の
改
正
（
令
和
六
年
財
務
省
令
第
十
四
号
）
に
よ
り
義
務
付
け
ら
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。 

 

こ
れ
に
関
連
し
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 

一 

支
払
明
細
書
に
つ
い
て
は
、
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
二
百
三
十
一
条
に
お
い
て
、
給
与
等
そ
の

他
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
支
払
明
細
書
を
、
支
払
を
受
け
る
者
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
定
め
ら
れ
て
お
り
、
現

行
の
所
得
税
法
施
行
規
則
第
百
条
に
お
い
て
、
支
払
明
細
書
に
記
載
が
必
要
な
事
項
と
し
て
、
給
与
等
の
金
額
や
、
徴
収
又

は
還
付
さ
れ
た
所
得
税
額
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、
支
払
明
細
書
の
「
不
交
付
」
や
「
虚
偽
記
載
」
に
つ
い
て
は
同
法

第
二
百
四
十
二
条
に
お
い
て
罰
則
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
同
施
行
規
則
第
百
条
に
掲
げ
る
記
載
事
項
を
支
払
明
細

書
に
記
載
し
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
支
払
明
細
書
の
「
不
交
付
」
も
し
く
は
「
虚
偽
記
載
」
に
該
当
す
る
と
し
て
罰
則
が

科
さ
れ
た
例
は
あ
る
の
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 
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二 

今
般
の
所
得
税
法
施
行
規
則
の
改
正
に
よ
り
、
支
払
明
細
書
に
記
載
が
必
要
な
事
項
に
定
額
減
税
額
が
追
加
さ
れ
た
が
、

当
該
定
額
減
税
額
を
記
載
し
な
か
っ
た
場
合
に
、
支
払
明
細
書
の
「
不
交
付
」
も
し
く
は
「
虚
偽
記
載
」
に
該
当
し
、
罰
則

が
科
さ
れ
る
可
能
性
は
な
い
の
か
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。 

三 

岸
田
内
閣
総
理
大
臣
は
、
健
康
保
険
料
に
上
乗
せ
し
て
徴
収
さ
れ
る
予
定
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
に
充
て
る
た

め
の
額
に
つ
い
て
も
記
載
を
義
務
付
け
る
の
か
と
の
趣
旨
の

元
清
美
参
議
院
議
員
の
質
問
（
令
和
六
年
五
月
二
十
二
日
、

参
議
院
予
算
委
員
会
）
に
対
し
、
健
康
保
険
料
と
併
せ
て
徴
収
す
る
際
に
「
明
細
等
が
書
か
れ
る
こ
と
に
な
る
」
が
、
法
律

上
、
義
務
的
に
明
記
す
る
事
項
と
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
と
答
弁
す
る
一
方
、
「
制
度
導
入
ま
で
に
詳
細
に
つ
い

て
確
定
す
る
」
と
も
述
べ
て
い
る
。 

 
 

健
康
保
険
料
に
つ
い
て
は
、
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
百
六
十
七
条
に
お
い
て
、
事
業
主
が
保
険

料
を
源
泉
控
除
し
た
と
き
は
、
控
除
に
関
す
る
計
算
書
を
作
成
し
、
控
除
額
を
被
保
険
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨

が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
控
除
額
の
内
訳
と
し
て
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
に
充
て
る
た
め
の
被
保
険
者
か
ら
の
徴
収

額
に
つ
い
て
、
控
除
に
関
す
る
計
算
書
へ
の
記
載
そ
の
他
の
方
法
で
の
通
知
を
義
務
付
け
る
こ
と
は
あ
る
の
か
、
政
府
の
見

解
を
示
さ
れ
た
い
。 
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右
質
問
す
る
。 


